
議 案 第 １ １ ８ 号

伊 丹 市 立 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ

い て

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ４ ４ 条 の ２ 第 ３ 項 の

規 定 に よ り 伊 丹 市 立 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 を 下 記 の と

お り 指 定 す る の で ， 同 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ り ， 議 会 の 議 決 を 求 め る 。

記

１ 指 定 す る も の

住 所 宝 塚 市 中 野 町 ４ 番 １ １ 号

名 称 特 定 非 営 利 活 動 法 人 女 性 と 子 ど も の エ ン パ ワ メ ン ト

関 西

代 表 者 理 事 長 田 上 時 子

２ 指 定 期 間

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 １ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ 日 提 出

伊 丹 市 長 藤 原 保 幸

議１１８



（ 参 考 ）

団 体 の 概 要

１ 設 立 日

平 成 １ ２ 年 ８ 月 ３ 日

２ 資 産 の 総 額

１ ， ０ ７ ７ ， ８ ０ １ 円

３ 構 成 員 数

役 員 数 ６ 名 （ 理 事 ５ 名 ， 監 事 １ 名 ）

職 員 数 ２ ４ 名

会 員 数 １ ９ ５ 名 （ 正 会 員 ２ ７ 名 ， 賛 助 会 員 １ ６ ８ 名 ） ， １

団 体

４ 目 的

女 性 や 子 ど も な ど 社 会 的 弱 者 に 対 す る 人 権 侵 害 を 許 さ な い 社

会 ， ま た ， 性 別 や 年 齢 ， 人 種 に 関 係 な く ， す べ て の 人 々 の 人 権

が 尊 重 さ れ る 社 会 の 実 現 を 図 る た め ， 暴 力 防 止 や 人 権 教 育 に 関

す る 事 業 ， そ れ に 関 す る 情 報 の 提 供 ， 並 び に ， 男 女 が 尊 重 し あ

い な が ら ， 共 に 社 会 の 構 成 員 と し て の 自 覚 と 主 体 性 を も っ て 社

会 活 動 に 参 画 し て い く た め の 学 習 会 な ど を 実 施 す る と と も に ，

男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー を 管 理 ・ 運 営 す る こ と に よ り ， 大 人 も 子

ど も も 共 に 力 を 合 わ せ ， 生 き て い く 力 を つ け て い く こ と （ エ ン

パ ワ メ ン ト ） と ， 豊 か な 市 民 社 会 の 構 築 に 寄 与 す る こ と 。

５ 特 定 非 営 利 活 動 の 種 類

⑴ 社 会 教 育 の 推 進 を 図 る 活 動

⑵ 人 権 の 擁 護 又 は 平 和 の 推 進 を 図 る 活 動

⑶ 男 女 共 同 参 画 社 会 の 形 成 の 促 進 を 図 る 活 動

⑷ 子 ど も の 健 全 育 成 を 図 る 活 動

⑸ 前 各 号 に 掲 げ る 活 動 を 行 う 団 体 の 運 営 又 は 活 動 に 関 す る 連 絡 ，

助 言 又 は 援 助 の 活 動

６ 特 定 非 営 利 活 動 に 係 る 事 業 の 種 類

⑴ 女 性 や 子 ど も へ の 暴 力 防 止 に 関 す る 啓 発 ・ 学 習 事 業
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⑵ 子 ど も へ の 暴 力 防 止 プ ロ グ ラ ム の 提 供 事 業

⑶ 子 ど も 育 ち に 関 わ る 大 人 の た め の 啓 発 ・ 学 習 事 業

⑷ 人 権 問 題 及 び 男 女 平 等 推 進 に 関 す る 啓 発 ・ 学 習 事 業

⑸ 性 の 健 康 教 育 に 関 す る 啓 発 ・ 学 習 事 業

⑹ 女 性 の 自 立 と エ ン パ ワ メ ン ト の た め の 啓 発 ・ 学 習 ・ ネ ッ ト ワ

ー ク 支 援 事 業

⑺ 子 ど も の エ ン パ ワ メ ン ト の た め の 啓 発 ・ 学 習 事 業

⑻ 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー の 管 理 ・ 運 営 事 業
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